
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪カリキュラム≫ 

■ ｢判断の基準｣の一部改正：①全ての事業者が取組むべき事項（方針、体制、責任者の配置、資金・人材の確保等） 

■ ｢判断基準｣の要求事項を分かりやすく解説、現場で役立つ｢管理標準｣作成のコツを伝授します。 

≪受 講 要 領≫ 

１．定 員         ２０名（最小開催人数１０名） お早めにお申し込み下さい。 

  ２．申込み方法         下記の申込書兼参加証に記入後、ファックスにてお申し込み下さい。 

  ３．受講料（消費税込）  早割特別価格：一般:２５，３００円   賛助会員:２２，４５０円 

通 常 価 格 :一般：３３，０００円   賛助会員：２６，４００円  
４．支払方法  お支払は講座開催が決定した後（開催日の１週間前）に、請求書をお送りしますので、到着後にお支払 

手続きをお願いします。また、請求書発行前のお支払は受付できませんのでご注意願います。 
    お支払：みずほ銀行 梅田支店 （普通口座 No.１０４８０８３）   （振込み手数料はご負担願います）  

名義 ：一般財団法人 省エネルギーセンター 近畿支部 【ｻﾞｲ)ｼﾖｳｴﾈﾙｷﾞ-ｾﾝﾀ- ｷﾝｷｼﾌﾞ】 
実施１週間以内のキャンセルについては、理由の如何を問わず受講料はご請求させて頂きます。 
代理の方の出席をご検討下さい。 

５．お申込み／問合せ先  一般財団法人省エネルギーセンター近畿支部 松尾  E-mail：kinkikoza@eccj.or.jp  
〒550-0013 大阪市西区新町1-13-3 四ツ橋ＫＦビル TEL:06-6539-7515  講座当日：０９０-４６７５-７０８６ 

 
 
 
 

 
 

                令和２年   月   日 

■会社事業所名  □会員   □会員外 

■参加料 （      名分） 

  合計￥ 

■支払予定日 

  令和２年    月    日 

■請求書(必要な方には郵送します) 

□必要   □不要 

申込み受付印 

■住所 〒 

■ＴＥＬ：            ■ＦＡＸ： 

■申込責任者氏名 ■所属部課名 

■E-Mail： 

受付No. 参加者所属部課名 役職 氏名（ふりがな） 

  
 

  

    

 

日時：令和２年 １０月１９日（月） 10:30～16:30 

場所：たかつガーデン 鈴蘭 
住所：〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町7-11  ※受講生には別途案内地図をお送り致します。 

｢判断基準をじっくり読む（基礎編）工場編” 申込書 兼 参加証 

省エネルギーセンター 近畿支部 

講師  野網正幸氏 

最小開催人員１０名：１０名に達しない場合は中止させて頂きます。 
その際には、1週間前までに申込責任者の方へご連絡致します。 

受講対象者（目安） 

 

 

｢管理標準｣作成の基本は、｢判断の基準｣理解すること！ 

▼ FAX:06-6539-7370 又は kinkikoza@eccj.or.jp ▼ 

早割特別価格 申込書 ＜令和2年10 月8 日(木)の日付まで有効＞ 

※但し、定員に達した時点で受付を終了いたします。 

判断の基準をじっくり読む （基礎編） 
工場編 

■ 省エネ法の事業者の「判断の基準」が一部改正され公表されています。 

■ 判断の基準の 2-2工場等におけるエネルギー使用の合理化に関する事項では、管理標準の設定を７３要求して

います。その要求内容をわかりやすく解説したのが「省エネ法の解説」（資源エネルギー庁監修）です。 

今回の講座は、「省エネ法の解説」に基づき「判断の基準」理解していただく基礎講座です。 

① 省エネ法第５条 告示 事業者の「判断の基準」の要求事項を理解したい。 

② 新たに｢管理標準｣を作成したい。「管理標準」を整備、見直したい。 

③ 新たに「エネルギー管理指定工場」に指定された。 

④ ｢管理標準｣の整備・運用を担当することとなった。 

＊30㎝の定規と電卓をご持参ください。 

予告：令和２年１０月２０日（火）： 判 断 の基 準 を じ っ く り 読 む  （応 用 編） 

「管理標準」の作成演習・「管理標準」を活用し改善活動を実践しコスト削減した事例（資源エネルギー庁長官賞受賞） 


